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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表面に凹凸を有するウエハに高温処理を施す場
合であっても充分なウエハ保護性能を維持し、処理後に
は糊残りすることなくウエハから剥離できる半導体保護
テープ及びウエハの処理方法。
【解決手段】光重合開始剤の吸光度が０．１以上となる
最長の波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始剤を含有
する光硬化型粘着剤層１２及びポリエチレンナフタレー
トからなる基材層１１を有する半導体保護テープを用い
るウエハの処理方法。吸光度測定条件は開始剤濃度０．
０１重量％（アセトニトリル溶液）、セル長１０ｍｍ（
石英セル）、波長２００ｎｍ～８００ｎｍとする。前記
半導体保護テープを、表面に凹凸が形成されたウエハの
該凹部が形成された面に、前記凹部の底部が接触しない
状態で、貼付する貼付工程を含むウエハの処理方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体チップの製造において、表面に凹凸が形成されたウエハの該凹凸が形成された面に
貼付してウエハを保護する半導体保護テープであって、
光硬化型粘着剤と、光重合開始剤とを含有する粘着剤層、及び、ポリエチレンナフタレー
トからなる基材層を有し、
前記光重合開始剤は、０．０１重量％のアセトニトリル溶液の状態で、セル長１０ｍｍの
石英セルを用いて、２００ｎｍ～８００ｎｍの吸光度を測定した時に、吸光度が０．１以
上となる最長の波長が３８０ｎｍ以上である
ことを特徴とする半導体保護テープ。
【請求項２】
光硬化型粘着剤と、光重合開始剤とを含有する粘着剤層、及び、ポリエチレンナフタレー
トからなる基材層を有し、前記光重合開始剤は、０．０１重量％のアセトニトリル溶液の
状態で、セル長１０ｍｍの石英セルを用いて、２００ｎｍ～８００ｎｍの吸光度を測定し
た時に、吸光度が０．１以上となる最長の波長が３８０ｎｍ以上である半導体保護テープ
を、表面に凹凸が形成されたウエハの該凹部が形成された面に、前記凹部の底部が接触し
ない状態で貼付する貼付工程と、
前記半導体保護テープに光を照射して前記粘着剤層を硬化させる硬化工程と、
前記半導体保護テープが貼付されたウエハに２００℃以上の加熱処理又は発熱を伴う処理
を施す熱処理工程と、
前記熱処理工程後のウエハから、前記半導体保護テープを剥離する半導体保護テープ剥離
工程を有する
ことを特徴とするウエハの処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表面に凹凸を有するウエハに高温処理を施す場合であっても、ウエハ処理工程
時には充分なウエハ保護性能を維持し、かつ、ウエハ処理工程終了後には糊残りすること
なくウエハから剥離できる半導体保護テープ、及び、ウエハの処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体チップの製造工程において、ウエハの加工時の取扱いを容易にし、破損を防止する
ために半導体保護テープが用いられている。例えば、高純度なシリコン単結晶等から切り
出した厚膜ウエハを所定の厚さにまで研削して薄膜ウエハとする場合、厚膜ウエハに半導
体保護テープを貼り合わせた後に研削が行われる。
【０００３】
ウエハを支持板に粘着する粘着剤組成物には、加工工程中にウエハを強固に固定できるだ
けの高い粘着性とともに、工程終了後にはウエハを損傷、汚染することなく剥離できるこ
とが求められる（以下、「高粘着易剥離」ともいう。）。
高粘着易剥離を実現した粘着剤組成物として特許文献１には、アゾ化合物等の刺激により
気体を発生する気体発生剤を含有する粘着層を有する両面粘着テープを用いた半導体ウエ
ハの処理方法が記載されている。特許文献１に記載された半導体ウエハの処理方法では、
まず、両面粘着テープを介して半導体ウエハを支持板に固定する。その状態で研削工程等
を行った後に刺激を与えると、気体発生剤から発生した気体がテープの表面と半導体ウエ
ハとの界面に放出され、その圧力によって少なくとも一部が剥離される。特許文献１の両
面粘着テープを用いれば、半導体ウエハを損傷することなく、かつ、糊残りもすることな
く剥離できる。
【０００４】
一方、近年半導体保護テープを貼付した状態でウエハ上に形成された電極を、基板や他の
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半導体チップ上の電極と導電接続することが行われるようになってきた。このような導電
接続においては、半田の融点以上の温度、通常２５０℃以上の温度にウエハを加熱するリ
フロー工程が行われる。また、ウエハを樹脂で封止するモールド工程等においては、１７
５℃以上の加熱が行われる。しかしながら、このような過酷な処理工程を伴うウエハの処
理においては、従来の半導体保護テープでは、半導体保護テープ自体が高温に耐えられず
に変形してしまったり、ウエハに反りが発生してしまったりするという問題があった。ま
た、半導体保護テープの粘着剤が高温にさらされると、粘着力が増大する粘着昂進が起こ
るため、その結果、半導体保護テープを剥離する際にウエハに糊残り（以下、「残渣」と
も言う。）が生じてしまうという問題もあった。特に、近年のウエハは高性能化に伴って
複雑な回路が表面に形成されており、凹凸が多い構造であることから、上記残渣の問題が
より顕著になってきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２３１８７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、表面に凹凸を有するウエハに高温処理を施す場合であっても、ウエハ処理工程
時には充分なウエハ保護性能を維持し、かつ、ウエハ処理工程終了後には糊残りすること
なくウエハから剥離できる半導体保護テープ、及び、ウエハの処理方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、半導体チップの製造において、表面に凹凸が形成されたウエハの該凹凸が形成
された面に貼付してウエハを保護する半導体保護テープであって、光硬化型粘着剤と、光
重合開始剤とを含有する粘着剤層、及び、ポリエチレンナフタレートからなる基材層を有
し、上記光重合開始剤は、０．０１重量％のアセトニトリル溶液の状態で、セル長１０ｍ
ｍの石英セルを用いて、２００ｎｍ～８００ｎｍの吸光度を測定した時に、吸光度が０．
１以上となる最長の波長が３８０ｎｍ以上である半導体保護テープである。
以下に本発明を詳述する。
【０００８】
本発明者は上記半導体保護テープの変形と残渣の問題に対して、以下の３つの方法を組み
合わせることを考えた。
１．耐熱性を上げるために、基材層にポリエチレンナフタレートを用いる。
２．残渣の発生を防止するために、表面に凹凸が形成されたウエハの、凹凸が形成された
面上に、凹部の底面から半導体保護テープが浮いた状態（以下、「中空状態」とも言う。
）となるように貼り付ける。
ここで、図１を用いて上記中空状態を詳説する。半導体保護テープ１は、基材層１１と粘
着剤層１２を有しており、凹凸を有するウエハ２はウエハ表面に凸部２１と凹部２２が形
成されている。半導体保護テープの粘着剤層１２は凹凸を有するウエハの凹部２２の底部
と接触しないように凸部２１の一部に貼り付けられ、凹部２２の底部と粘着剤層１２の間
には空隙ができている。なお、貼付工程は常温常圧の大気下で行われるため、上記空隙に
は大気が存在している。
３．中空状態での半導体保護テープの貼り付けに伴う半導体保護テープとウエハとの接触
面積の減少によって、ウエハ保護性能が低下することを防ぐために粘着剤層を光硬化させ
る。
しかしながら、上記３つの方法の組み合わせでは粘着剤層が充分に光硬化せず、その結果
、未反応の粘着剤が糊残りしてしまうという問題が生じた。
【０００９】
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本発明者は光硬化反応が阻害される問題について検討したところ、基材の性質と酸素によ
る硬化阻害が原因であることを見出した。
即ち、ポリエチレンナフタレートは３８０ｎｍ未満の波長の光を通しにくい性質があるた
め、通常用いられる光重合開始剤では充分に励起できず、光硬化反応が起こりにくくなっ
ていた。
また、中空状態で半導体保護テープを貼り付けると、ウエハ－半導体保護テープ間の空隙
に大気が存在し、上記大気に由来する酸素が光照射によって生じたラジカルをトラップす
ることで、光硬化反応が起こりにくくなっていた。
そこで、本発明者は更に検討を重ねた結果、３８０ｎｍ以上の波長に吸収領域を持つ光重
合開始剤を粘着剤層に用いることで、ポリエチレンナフタレートによる阻害と酸素による
阻害を改善できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１０】
本発明の半導体保護テープは、光硬化型粘着剤と光重合開始剤とを含有する粘着剤層を有
する。
粘着剤を光硬化型とすることで、半導体ウエハ貼り付け時には充分な粘着力を発揮し、貼
り付け後は光硬化させて半導体保護テープ全体の弾性率を上げることにより、接触面積が
小さくなる中空状態で半導体保護テープを貼り付けた場合であっても充分なウエハ保護性
能を発揮することができる。また、ウエハの処理終了後は高い弾性率によってウエハから
容易に半導体保護テープを剥離することができる。
【００１１】
上記光硬化型粘着剤としては、例えば、重合性ポリマーが挙げられる。上記重合性ポリマ
ーは、例えば、分子内に官能基を持った（メタ）アクリル系ポリマー（以下、官能基含有
（メタ）アクリル系ポリマーという）をあらかじめ合成し、分子内に上記の官能基と反応
する官能基とラジカル重合性の不飽和結合とを有する化合物（以下、官能基含有不飽和化
合物という）と反応させることにより得ることができる。なお、ここで「（メタ）アクリ
ル」とはアクリル又はメタクリルを意味する。
【００１２】
上記官能基含有（メタ）アクリル系ポリマーは、常温で粘着性を有するポリマーとして、
一般の（メタ）アクリル系ポリマーの場合と同様に、アルキル基の炭素数が通常２～１８
の範囲にあるアクリル酸アルキルエステル及び／又はメタクリル酸アルキルエステルを主
モノマーとし、これと官能基含有モノマーと、更に必要に応じてこれらと共重合可能な他
の改質用モノマーとを常法により共重合させることにより得られるものである。上記官能
基含有（メタ）アクリル系ポリマーの重量平均分子量は通常２０万～２００万程度である
。
【００１３】
上記官能基含有モノマーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸等のカルボキシル
基含有モノマー；アクリル酸ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロキシエチル等のヒド
ロキシル基含有モノマー；アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル等のエポキシ
基含有モノマー；アクリル酸イソシアネートエチル、メタクリル酸イソシアネートエチル
等のイソシアネート基含有モノマー；アクリル酸アミノエチル、メタクリル酸アミノエチ
ル等のアミノ基含有モノマー等が挙げられる。
【００１４】
上記共重合可能な他の改質用モノマーとしては、例えば、酢酸ビニル、アクリロニトリル
、スチレン等の一般の（メタ）アクリル系ポリマーに用いられている各種のモノマーが挙
げられる。
【００１５】
上記官能基含有（メタ）アクリル系ポリマーに反応させる官能基含有不飽和化合物として
は、上記官能基含有（メタ）アクリル系ポリマーの官能基に応じて上述した官能基含有モ
ノマーと同様のものを使用できる。例えば、上記官能基含有（メタ）アクリル系ポリマー
の官能基がカルボキシル基の場合はエポキシ基含有モノマーやイソシアネート基含有モノ
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マーが用いられ、同官能基がヒドロキシル基の場合はイソシアネート基含有モノマーが用
いられ、同官能基がエポキシ基の場合はカルボキシル基含有モノマーやアクリルアミド等
のアミド基含有モノマーが用いられ、同官能基がアミノ基の場合はエポキシ基含有モノマ
ーが用いられる。　
【００１６】
上記重合性ポリマーは、ラジカル重合性の不飽和結合の含有量の好ましい下限が０．０１
ｍｅｑ／ｇ、好ましい上限が２．０ｍｅｑ／ｇである。上記重合性ポリマーのラジカル重
合性の不飽和結合の含有量がこの範囲内であることによって、上記粘着剤層を光硬化した
後に、２００℃以上の熱を加える熱処理工程を行った場合にでも、処理中に半導体保護テ
ープ自体が変形することなく、処理後のウエハに反りや残渣の付着が発生することがない
という性能を充分に発揮させることができる。上記重合性ポリマーのラジカル重合性の不
飽和結合の含有量のより好ましい下限は０．０５ｍｅｑ／ｇ、より好ましい上限は１．５
ｍｅｑ／ｇである。
【００１７】
上記光硬化型粘着剤は、更に、ラジカル重合性の多官能オリゴマー又はモノマーを含有す
ることが好ましい。ラジカル重合性の多官能オリゴマー又はモノマーを含有することによ
り、光照射したときの硬化性が向上する。
上記多官能オリゴマー又はモノマーは、分子量が１万以下であるものが好ましく、より好
ましくは加熱又は光の照射による硬化成分の三次元網状化が効率よくなされるように、そ
の分子量が５０００以下でかつ分子内のラジカル重合性の不飽和結合の数が２～２０個の
ものである。
【００１８】
上記多官能オリゴマー又はモノマーは、例えば、トリメチロールプロパントリアクリレー
ト、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレー
ト、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシ
ペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート又は上記同様のメタク
リレート類等が挙げられる。その他、１，４－ブチレングリコールジアクリレート、１，
６－ヘキサンジオールジアクリレート、ポリプロピレングリコール＃７００ジアクリレー
ト、ポリエチレングリコールジアクリレート、市販のオリゴエステルアクリレート、上記
同様のメタクリレート類等が挙げられる。これらの多官能オリゴマー又はモノマーは、単
独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００１９】
上記粘着剤層は、光硬化型粘着剤と、光重合開始剤を含有し、上記光重合開始剤は、０．
０１重量％のアセトニトリル溶液の状態で、セル長１０ｍｍの石英セルを用いて、２００
ｎｍ～８００ｎｍの吸光度を測定した時に、吸光度が０．１以上となる最長の波長（以下
、最大吸収波長とも言う。）が３８０ｎｍ以上である。
最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始剤を用いることで、基材のポリエチレン
ナフタレートが透過する波長の光によって粘着剤層を光硬化できる。また、上記光重合開
始剤は反応性が高く、ラジカルを充分に発生させることができるので、中空状態で半導体
保護テープを貼り付けた際に起こる、酸素によるラジカルのトラップの影響を受けずに充
分に硬化を行うことができる。
【００２０】
最大吸収波長の具体的な測定方法としては、以下の方法が挙げられる。まず、光重合開始
剤を０．０１重量％となるようにアセトニトリルに溶解させ試料を調整する。次いで、調
整した試料１ｍｌをセル長１０ｍｍの石英セルに移し、石英セルを分光光度計（Ｕ－３９
００、日立社製）にセットする。ブランクも同時にセットし２００ｎｍ～８００ｎｍの範
囲で吸光度を測定する。そして得られた吸光度が０．１以上となる最大の波長から、最大
吸収波長を求める。
具体的な例として、ＩＲＧＡＣＵＲＥ３７９を用いた例を示す。図２より、０．０１重量
％のアセトニトリル溶液で測定したＩＲＧＡＣＵＲＥ３７９の吸光スペクトルにおいて、
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吸光度が０．１となる最大の波長（最大吸収波長）が、３８０ｎｍであることがわかる。
【００２１】
上記最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始剤としては、例えば、アシルフォス
フィノキシド、α－アミノアルキルフェノン、アシルオキシム、チタノセン等が挙げられ
る。これらの光重合開始剤は、単独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
開始剤を２種類以上併用する場合は、上記の開始剤を最低１種類含んでいれば、他の開始
剤はどんな吸収波長を有する開始剤でも使用してよい。
また、通常では３８０ｎｍ未満である開始剤であっても、増感剤を利用して最大吸収波長
を３８０ｎｍ以上にする手法も有効である。
【００２２】
上記最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始剤の市販品としては、例えば、ＤＡ
ＲＯＣＵＲ　ＴＰＯ、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　３６９、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　３７９、ＩＲＧＡ
ＣＵＲＥ　８１９、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　ＯＸＥ０１、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　ＯＸＥ０２、Ｉ
ＲＧＡＣＵＲＥ　７８４（いずれもＢＡＳＦ　ＪＡＰＡＮ社製）等が挙げられる。
【００２３】
上記光硬化型粘着剤１００重量部に対する上記最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重
合開始剤の含有量の好ましい下限は１重量部、好ましい上限は１５重量部である。上記最
大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始剤の含有量が上記範囲であることで、より
確実に光硬化を行うことができる。上記最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始
剤の含有量のより好ましい下限は１重量部、より好ましい上限は１０重量部である。
【００２４】
上記粘着剤層は、更に、刺激により気体を発生する気体発生剤を含有してもよい。上記粘
着剤層が上記気体発生剤を含有する場合には、上記半導体保護テープ剥離工程において、
粘着剤層に刺激を与えて気体発生剤から気体を発生させることにより、より容易に、かつ
、糊残りすることなくウエハから半導体保護テープを剥離することができる。
【００２５】
ここで、上記光硬化型粘着剤と上記気体発生剤とは、光硬化型粘着剤を架橋、硬化させる
刺激と、気体発生剤から気体を発生させる刺激が質的又は量的に異なる組み合わせを選択
することが好ましい。このような組み合わせを選択することにより、粘着剤層硬化工程に
おける刺激によって気体発生剤から気体が発生し、ウエハと半導体保護テープとが剥離し
てしまうのを防止することができる。
具体的には例えば、光硬化型粘着剤を架橋、硬化させる光とは波長が異なったり、波長が
重複しても、光硬化型粘着剤成分を架橋、硬化させる光量よりもより多くの光量を要した
りする気体発生剤を選択する。
【００２６】
上記気体発生剤は特に限定されず、例えば、アゾ化合物、アジド化合物等の従来公知の気
体発生剤を用いることができるが、リフロー工程中に気体が発生して剥離しないように、
ケトプロフェンや２－キサントン酢酸等のカルボン酸化合物又はその塩や、１Ｈ－テトラ
ゾール、５，５’－ビステトラゾールジアンモニウム塩、５，５’－ビステトラゾールア
ミンモノアンモニウム塩等のテトラゾール化合物又はその塩等の耐熱性に優れる気体発生
剤を用いることが好ましい。
【００２７】
上記粘着剤層中の上記気体発生剤の含有量は特に限定されないが、上記光硬化型粘着剤１
００重量部に対する好ましい下限が５重量部、好ましい上限が５０重量部である。上記気
体発生剤の含有量がこの範囲内にあると、充分な剥離性向上効果が得られる。上記気体発
生剤の含有量のより好ましい下限は１０重量部、より好ましい上限は３０重量部である。
【００２８】
上記粘着剤層は、更に、ヒュームドシリカ等の無機フィラーを含有してもよい。無機フィ
ラーを配合することにより上記粘着剤層の凝集力が上がるため、リフロー工程後に保護が
不要となったときに、半導体保護テープをウエハから糊残りすることなく容易に剥離でき
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る。
【００２９】
上記粘着剤層は、凝集力の調節を図る目的で、所望によりイソシアネート化合物、メラミ
ン化合物、エポキシ化合物等の一般の粘着剤に配合される各種の多官能性化合物を適宜含
有してもよい。
【００３０】
上記粘着剤層の厚みは特に限定されないが、好ましい下限は５μｍ、好ましい上限は２０
０μｍである。上記粘着剤層の厚みがこの範囲内にあることで、充分な粘着力でウエハに
貼付でき、処理中のウエハを保護することができる。上記粘着剤層の厚みのより好ましい
下限は１０μｍ、より好ましい上限は１００μｍ、更に好ましい上限は３０μｍである。
【００３１】
本発明の半導体保護テープはポリエチレンナフタレートからなる基材層を有する。基材層
をポリエチレンナフタレートとすることで、半導体保護テープに耐熱性を付与することが
でき、高温処理時における半導体保護テープの変形やウエハの反りを防止することができ
る。また、高温処理時における半導体保護テープの変形が起こらないことによって、半導
体保護テープがウエハの凹凸に噛みこむことがないため、残渣も発生し難い。
【００３２】
上記基材層の厚さは特に限定されないが、好ましい下限は５μｍ、好ましい上限は１００
μｍである。上記基材層の厚さがこの範囲内であると、適度なコシがあって、取り扱い性
に優れる半導体保護テープとすることができる。上記基材層の厚さのより好ましい下限は
１０μｍ、より好ましい上限は５０μｍである。
【００３３】
本発明の半導体保護テープを製造する方法は特に限定されず、例えば、上記基材層上に上
記粘着剤層の原料となる粘着剤組成物をドクターナイフやスピンコーター等を用いて塗工
する等の従来公知の方法を用いることができる。
【００３４】
本発明の半導体保護テープは、半導体チップの製造において、表面に凹凸が形成されたウ
エハの該凹凸が形成された面に貼付してウエハを保護するのに好適に用いることができる
。とりわけ、本発明の半導体保護テープを貼り付けた状態でウエハに高温処理を施しても
、粘着昂進の影響を抑えることができ、残渣の発生も防止することができる。
【００３５】
少なくとも、光硬化型粘着剤と、光重合開始剤とを含有する粘着剤層、及び、ポリエチレ
ンナフタレートからなる基材層を含有し、上記光重合開始剤は、０．０１重量％のアセト
ニトリル溶液の状態で、セル長１０ｍｍの石英セルを用いて、２００ｎｍ～８００ｎｍの
吸光度を測定した時に、吸光度が０．１以上となる最長の波長が３８０ｎｍ以上である半
導体保護テープを、表面に凹凸が形成されたウエハの該凹部が形成された面に、上記凹部
の底部が接触しない状態で貼付する貼付工程と、上記半導体保護テープに光を照射して上
記粘着剤層を硬化させる硬化工程と、上記半導体保護テープが貼付されたウエハに２００
℃以上の加熱処理又は発熱を伴う処理を施す熱処理工程と、上記熱処理工程後のウエハか
ら、上記半導体保護テープを剥離する半導体保護テープ剥離工程を有するウエハの処理方
法もまた、本発明の１つである。
【００３６】
本発明のウエハの処理方法は、まず、少なくとも、光硬化型粘着剤と最大吸収波長が３８
０ｎｍ以上である光重合開始剤とを含有する粘着剤層、及び、ポリエチレンナフタレート
からなる基材層を含有する半導体保護テープを、表面に凹凸が形成されたウエハの該凹部
が形成された面に、上記凹部の底部が接触しない状態で貼付する貼付工程を行う。
上述のように、半導体保護テープを中空状態で貼り付けることによって、高温処理による
粘着昂進の影響を抑えることができ、残渣の発生を防止することができる。
また、上記半導体保護テープは、本発明の半導体保護テープが好適に用いられる。
【００３７】
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本発明のウエハの処理方法は、次いで、上記半導体保護テープに光を照射して上記粘着剤
層を硬化させる硬化工程を行う。
粘着剤層を光硬化させることによって、中空状態で半導体テープがウエハに貼り付けられ
た場合であっても、充分なウエハ保護性能を発揮することができる。また、半導体保護テ
ープ全体の弾性率が高くなるため、ウエハ処理後の剥離が容易になり、残渣も発生し難く
なる。更に、上記粘着剤層は最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合開始剤を含有し
ているため、上記基材層のポリエチレンナフタレートが透過する波長の光で光硬化を行う
ことができる。
【００３８】
上記光照射は、波長２５０ｎｍ以上の光を１０ｍＷ／ｃｍ２以上の照度で照射することが
好ましく、５０ｍＷ／ｃｍ２以上の照度で照射することがより好ましく、８０ｍＷ／ｃｍ
２以上の照度で照射することが特に好ましい。
【００３９】
本発明のウエハの処理方法は、次いで、上記半導体保護テープが貼付されたウエハに２０
０℃以上の加熱処理又は発熱を伴う処理を施す熱処理工程を行う。
上記熱処理工程は、ウエハ上に形成された電極を、基板や他の半導体チップ上の電極と導
電接続する際に、半田の融点以上の温度に加熱するリフロー工程が代表的である。その他
にも、スパッタリング、蒸着、エッチング、化学気相成長法（ＣＶＤ）、物理気相成長法
（ＰＶＤ）、レジスト塗布・パターンニング、モールド等の加熱処理又は発熱を伴う処理
も挙げられる。なお、リフロー工程は通常２４０℃～２６０℃で行われ、モールド工程は
通常１７５℃～２００℃で行われる。
【００４０】
本発明のウエハの処理方法は、後述する剥離工程に先立って、上記処理後のウエハの処理
面にダイシングテープを貼付するダイシングテープ貼付工程を有してもよい。予めダイシ
ングテープを貼付しておくことにより、剥離工程において半導体保護テープを剥離した後
、速やかにダイシング工程に進むことができる。
【００４１】
本発明のウエハの処理方法は、次いで、上記熱処理工程後のウエハから、上記半導体保護
テープを剥離する半導体保護テープ剥離工程を行う。上記硬化工程において粘着剤層は架
橋、硬化していることから、ウエハからの半導体保護テープの剥離を容易に、かつ、糊残
りなく行うことができる。また、剥離にかかる時間が短縮されるため、生産効率を上げる
ことができる。
【００４２】
上記粘着剤層が上記気体発生剤を含有する場合には、剥離工程において処理後のウエハに
刺激を与えて上記気体発生剤から気体を発生させることによって、より容易にウエハから
半導体保護テープを剥離することができる。
【発明の効果】
【００４３】
本発明によれば、表面に凹凸を有するウエハに高温処理を施す場合であっても、ウエハ処
理工程時には充分なウエハ保護性能を維持し、かつ、ウエハ処理工程終了後には糊残りす
ることなくウエハから剥離できる半導体保護テープ、及び、ウエハの処理方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】凹凸を有するウエハに半導体保護テープを中空状態で貼り付けた状態を説明する
模式図である。
【図２】ＩＲＧＡＣＵＲＥ３７９の吸光スペクトルを用いて、最大吸収波長について説明
する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
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以下に実施例を挙げて本発明の態様を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例にの
み限定されるものではない。
【００４６】
（実施例１）
（半導体保護テープの製造）
温度計、攪拌機、冷却管を備えた反応器を用意し、この反応器内に、２－エチルヘキシル
アクリレート９５重量部、アクリル酸２．５重量部、２－ヒドロキシエチルアクリレート
２．５重量部、ラウリルメルカプタン０．０１重量部、酢酸エチル８２重量部を加えた後
、反応器を加熱して還流を開始した。続いて、上記反応器内に、重合開始剤として１，１
－ビス（ｔ－ヘキシルパーオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン０．０１重
量部を添加し、還流下で重合を開始させた。次に、重合開始から４時間後にも、１，１－
ビス（ｔ－ヘキシルパーオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサンを０．０１重
量部ずつ添加し、更に、重合開始から４時間後にｔ－ヘキシルパーオキシピバレートを０
．０５重量部添加して重合反応を継続させた。そして、重合開始から８時間後に、固形分
３５重量％、重量平均分子量６０万の官能基含有（メタ）アクリル系ポリマーの酢酸エチ
ル溶液を得た。
得られた官能基含有（メタ）アクリル系ポリマーを含む酢酸エチル溶液の樹脂固形分１０
０重量部に対して、官能基含有不飽和化合物として２－イソシアナトエチルメタクリレー
ト８重量部を加えて反応させて光硬化型粘着剤を得た。
【００４７】
得られた光硬化型粘着剤の酢酸エチル溶液の樹脂固形分１００重量部に対して、光重合開
始剤（ＢＡＳＦ　ＪＡＰＡＮ社製、ＤＡＲＯＣＵＲ　ＴＰＯ、最大吸収波長３８０ｎｍ）
５重量部、可塑剤（根上工業社製、ＵＮ－５５００）２０重量部、及び、ポリイソシアネ
ート系架橋剤（日本ポリウレタン社製、コロネートＬ－４５）０．６重量部、を混合して
粘着剤組成物の酢酸エチル溶液を調製した。
得られた粘着剤組成物の酢酸エチル溶液を、片面にコロナ処理を施した厚さ５０μｍの透
明なポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムのコロナ処理面上に、乾燥皮膜の厚さ
が３０μｍとなるようにドクターナイフで塗工し、１１０℃、５分間加熱して塗工溶液を
乾燥させた。その後、４０℃、３日間静置養生を行い、半導体保護テープを得た。
【００４８】
（実施例２～４、比較例１～４）
光重合開始剤を表１に記載のものに変更した以外は実施例１と同様にして半導体保護テー
プを製造した。
【００４９】
（比較例５）
基材層をポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）に変更した以外は実施例１と同様にして
半導体保護テープを製造した。
【００５０】
＜評価＞
実施例及び比較例で得られた半導体保護テープを用いて下記の評価を行った。結果を表１
に示した。
【００５１】
（粘着剤層の反応率測定）
得られた半導体保護テープの、光照射前後におけるアクリロイル基由来のピークを、赤外
分光装置（ＢＩＯＲＡＤ社製、「ＦＴＳ３０００」）を用いて測定した。そして、測定し
たピークの変化量から粘着剤層の反応率を測定した。
【００５２】
（耐接着昂進性の評価）
得られた半導体保護テープを２５ｍｍ幅の短冊状に裁断して試験片を作製した。この試験
片をステンレス板に、粘着剤層がステンレス板に対向した状態となるように載せた後、試
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験片上に３００ｍｍ／分の速度で２ｋｇのゴムローラーを一往復させることにより、試験
片とステンレス板とを貼り合わせ、その後、２３℃で２４時間静置して試験サンプルを作
製した。次いで、高圧水銀ＵＶ照射機を用いて、４０５ｎｍの可視光を半導体保護テープ
表面への照射強度が５０ｍＷ／ｃｍ２となるよう照度を調節して１０秒間照射して、試験
サンプルを架橋、硬化させた。この試験サンプルを１８０℃のオーブンで２時間加熱し、
２３℃で２４時間静置した後に、ＪＩＳ　Ｚ０２３７に準じて、剥離速度３００ｍｍ／分
で９０°方向の引張試験を行い、耐接着昂進性１（Ｎ／２５ｍｍ）を測定した。また、上
記試験サンプルを硬化した後、１８０℃のオーブンで２時間加熱する代わりに２５０℃の
オーブンで１０分間加熱した以外は、耐接着昂進性１と同様にして耐接着昂進性２を測定
した。得られた測定値が０．１Ｎ／２５ｍｍ未満の場合を「○」、０．１Ｎ／２５ｍｍ以
上の場合を「×」として評価した。
【００５３】
（ウエハの残渣付着性の評価）
半導体保護テープの粘着剤層側の面を、直径２０ｃｍ、厚さ約７５０μｍであって、高さ
１５μｍ、幅１００μｍの溝を有する回路が形成されたシリコンウエハに中空状態となる
ように貼り付けて積層体を得た。高圧水銀ＵＶ照射機を用いて、４０５ｎｍの可視光を半
導体保護テープ表面への照射強度が５０ｍＷ／ｃｍ２となるよう照度を調節して１０秒間
照射して、試験サンプルを架橋、硬化させた。
得られた積層体のウエハに電極同士が対向するように他の半導体チップを重ね、その状態
でリフロー炉に入れて、２６０℃、６分間の熱処理を合計３回行い、導電接続を行った。
熱処理工程後、めくるようにして半導体保護テープを剥離した。
また、半導体保護テープを剥離した後のウエハの表面を、電子顕微鏡を用いて１０００倍
の倍率で観察し、残渣の付着が認められなかった場合を「○」、残渣の付着が認められた
場合を「×」として評価した。
【００５４】
（参考例１）
実施例１の半導体保護テープを、中空状態ではなく、粘着剤層がウエハの凹部の底部と接
触するようにウエハに貼り付けて、ウエハの残渣付着性の評価を行った。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
基材層にポリエチレンナフタレートを用い、最大吸収波長が３８０ｎｍ以上である光重合
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開始剤を用いた実施例１～４、比較例５、参考例１は光硬化が充分に進行していた。一方
、基材層にポリエチレンナフタレートを用い、最大吸収波長が３８０ｎｍ未満である光重
合開始剤を用いた比較例１～４は、充分に光硬化しておらず、未硬化の粘着剤層が粘着昂
進を起こした結果、剥離性に劣り、残渣も発生していた。基材層にポリエチレンテレフタ
レートを用いた比較例５では、高温処理に基材が耐え切れず、変形したことによって、半
導体保護テープがウエハの凹凸に噛みこみ、処理後に剥離し難くなった。最大吸収波長が
３８０ｎｍ以上である光重合開始剤を用いている場合であっても、中空状態で貼り付けて
いない参考例１は、光硬化によって粘着昂進は抑えられているものの、凹凸を有するウエ
ハの全面に貼り付けたことによって残渣が発生した。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
本発明によれば、表面に凹凸を有するウエハに高温処理を施す場合であっても、ウエハ処
理工程時には充分なウエハ保護性能を維持し、かつ、ウエハ処理工程終了後には糊残りす
ることなくウエハから剥離できる半導体保護テープ、及び、ウエハの処理方法を提供する
。
【符号の説明】
【００５８】
１　　半導体保護テープ
１１　基材層
１２　粘着剤層
２　　凹凸を有するウエハ
２１　ウエハ表面に形成された凸部
２２　ウエハ表面に形成された凹部

【図１】

【図２】
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